
資料1―8―5　国立大学法人法
国立大学法人法（平成十五年七月十六日法律第百十二号）（抜粋）
（目　的）
第一条　この法律は，大学の教育研究に対する国民の要請にこた
えるとともに，我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と
均衡ある発展を図るため，国立大学を設置して教育研究を行う
国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置し
て大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運
営について定めることを目的とする．

（役員の職務及び権限）
第十一条　学長は，学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）
第九十二条第三項に規定する職務を行うとともに，国立大学法
人を代表し，その業務を総理する．
2　学長は，次の事項について決定をしようとするときは，学長
及び理事で構成する会議（第五号において「役員会」という．）
の議を経なければならない．

四　当該国立大学，学部，学科その他の重要な組織の設置又は廃
止に関する事項


